
 

 

事業実施にあたり配慮すべき事項（ゾーニングにおける環境配慮事項） 
 

促進区域に再エネ設備を設置する際には、愛媛県の「地域脱炭素化促進事業の対象となる区

域の設定に関する環境配慮基準【別冊】（令和６年１月策定）」に準拠するとともに、以下の

環境配慮事項に留意して行うこととします。 

 

１ 太陽光発電に係る環境配慮事項 

項目 配慮事項 
騒音 パワーコンディショナ等をコンテナに収納するなど、囲いや住宅等との境界

部に防音効果のある壁を設置したり、騒音の影響が比較的小さい機器を選ぶ等

の対策を検討すること。 
事業計画を具体化する段階では、周辺の住居や環境配慮施設（学校、病院、

福祉施設）等の詳細を調査したうえで、騒音の影響を予測・評価し、影響の程

度に応じた環境保全措置を検討すること。 
また、地域住民などの関係者に対する説明を行い、合意形成を図ること。 

反射光 事業区域の周辺に住宅、学校、病院、国道等（以下、「住宅等」という。）の

施設があり、反射光による影響が懸念される場合は、シミュレーションを実施

して影響の程度を確かめ、関係者（住民や該当施設の管理者等）に説明できる

ようにしておくことが望ましい。 
住宅等への影響が懸念される場合は、設備の向きを調整する、可能な場合は

配置を調整するなどして、影響の軽減を検討すること。 
反射光を散乱させることにより１か所への反射を抑制するようガラス面を

加工した防眩仕様のパネルが提供されており、反射光による影響が特に懸念さ

れる場合は、防眩性能の高い設備の採用を検討すること。 
水の濁り 隣接して農地や住宅地等が立地する場合、工事中を含めて、事業区域からの

排水が流れ込むことのないように、排水計画を検討すること。 
排水先の下流に、漁業権が設定されていたり、利水が行われていたりする場

合においても、「水の濁り」が問題となることに留意すること。 
工事計画を検討する際に、地域の気象や地形・地質等についても考慮し、濁

水の発生を低減するよう配慮すること。 
大雨による影響が懸念される場合は造成工事の実施を避ける、地形や地質等

を踏まえた適切な工法を採用するなど、濁水の発生による影響を回避するため

の配慮をすること。 
動植物の重要な

種、注目すべき生

息地 

事業区域が森林や草地などの造成されていない土地や水面の場合は、重要な

動植物の保全に配慮すること。 
事業計画を具体化する段階では、有識者へのヒアリングや現地調査を実施し

たうえで、事業による影響の程度を予測・評価し、影響を回避・低減できるよ

うな環境保全措置を検討すること。 
特に重要な生態系については情報が不足している場合、ヒアリング等による

情報収集すること。 
事業区域内又は周辺に重要な動植物の生息・生育地がある場合は、工事業者

等にも周知の上、樹木の伐採・土地の造成等の工事中や施設の稼働中において、

それらの場所に立ち入ったり、土砂が流入することがないように対策を講ずる

必要があり、谷の上流部などの湧水がみられるような場所では、事業実施区域

からそれらの場所へ土砂が流入しないよう注意すること。 
事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の状況を踏

まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種を用いることのな

いよう配慮すること。 
景観 周辺景観との調和に配慮して、設備の高さを抑えたり、配置したりすること。 

事業区域が眺望の良い場所に隣接する場合や観光道路等に面している場合

等においては、敷地境界から距離をとって設備を配置することや、できる限り

見えないようにする、周辺部に森林がある場合は、これを残すことなどを検討



 

 

すること。 
また、地域住民などの関係者に対する説明を行い、合意形成を図ること。 

人と自然との 
触れ合いの場 

事業区域に隣接して、自然との触れ合いの活動の場となる施設等が存在する

場合や、工事用車両の走行ルートの周辺に遊歩道や自転車道等がある場合など

は、工事の実施に際し、土ぼこり等や騒音・振動等により、それらの場の快適

性・利用性に影響を及ぼさないよう、配慮すること。 
それらの場において自然と触れ合うイベント等が開催される時期と工事期

間が重複しないよう検討すること。 
  



 

 

２ 風力発電に係る環境配慮事項 

項目 配慮事項 
騒音 事業計画を具体化する段階では、周辺の住宅等の分布を調査したうえで、採

用する風車規模および配置による騒音の影響を予測・評価し、影響の程度に応

じた環境保全措置を検討すること。 
設計・施工に当たり、発電設備の稼働音等が地域住民や周辺環境に影響を与

えないよう、適切な措置を講ずること。 
また、地域住民に対する説明を行い、合意形成を図ること。 

風車の影 事業計画を具体化する段階では、風車の影の影響については、一般的な調査

範囲として採用されている風車（ローター）直径の 10 倍の範囲において、周

辺の住居、環境保全施設等の分布（窓の有無等）を調査したうえで、採用する

風車規模および配置による風車の影の影響を予測・評価し、影響の程度（風車

の影がかかる可能性及びその時間等）に応じた環境保全措置を検討すること。 
なお、離隔距離は、風力発電施設の規模・高さと冬至の日影長さや影響が発

生する方角や時間を考慮し設定すること。 
また、地域住民に対する説明を行い、合意形成を図ること。 

動植物の重要な

種、注目すべき生

息地 

事業計画を具体化する段階で、有識者へのヒアリングや現地調査を実施した

うえで、事業による影響の程度を予測・評価し、影響の回避・低減を検討する

こと。 
また、事業計画地およびその周辺に重要な鳥類（猛禽類）やコウモリ類が生

息する場合、バードストライク、バットストライクによる個体数の減少等が発

生する恐れが考えられるため、利用環境や営巣場所も含めた詳細な現地調査を

行うこと。 
事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の状況を踏

まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種を用いることのな

いよう配慮すること。 
なお、専門家へのヒアリングで二名地区の沢でイシヅチサンショウウオを確

認したとの意見があったことから、この地区での工事等の際には、配慮するこ

と。 
景観 事業計画を具体化する段階で、採用する風車規模および配置により簡易シミ

ュレーションと実際との見え方は異なるため、各眺望点からの視認可能性や眺

望特性（主要な眺望方向、景観要素等）を調査したうえで、景観への影響の程

度を予測・評価し、影響の程度に応じて風車配置等の詳細を検討すること。 
また、風車の配置等を工夫することにより、地域の景観を引き立てる効果も

期待できるため、可能な限り早い段階から近隣地方公共団体とも調整を行い、

適宜情報を共有しながら地域住民などの関係者に対する説明を行い、合意形成

を図ること。 
人と自然との触

れ合いの場 
事業計画を具体化する段階では、事業計画地およびその周辺に人と自然との

触れあい活動の場が存在する場合は風車からの離隔を確保する、改変しないよ

うにする、改変する場合はその改変面積を最小限に抑える等、配慮すること。 
  



 

 

３ 木質バイオマス発電に係る環境配慮事項 

項目 配慮事項 
騒音 発電設備を設置する地点が住宅等の近傍に位置する場合など、地域の特性に

応じて生活環境対策を検討すること。 
発電設備の稼働音等が地域住民や周辺環境に影響を与えないよう、適切な措

置を講ずるように努めること。 
大気質 ばい煙が発生する場合、大気環境への影響を低減する適切な措置を講ずるよ

うに努めること。 
また、有害物質を除去する装置を設置するなどして、排出ガスによる影響の

低減を図るよう努めること。 
硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等の大気汚染物質の排出量や濃度につい

て、協定を締結することが望ましい。 
悪臭 設計・施工に当たり、発電設備等からの臭気により地域住民の生活に支障が

出ないよう配慮すること。 
バイオマス発電施設等の稼動及び燃料運搬等により生じる悪臭について、生

活環境への影響の低減を図るよう努めること。 
動植物の重要な

種、注目すべき生

息地 

バイオマス発電施設等の設置、稼動及び工事車両や燃料運搬車両等の走行に

より生じる動物、植物及び生態系への影響の低減を図ること。 
また、発電所の設置場所に施設跡地等を採用する等、新たな地形改変や植生

改変を行わないよう配慮すること。 
事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の状況を踏

まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種を用いることのな

いよう配慮する必要がある。 
景観 バイオマス発電施設等の設置に当たっては、周囲の景観と調和が図られるよ

う努めること。 
構造物の配置、形状及び色彩について、周辺景観との調和を図ることで、眺

望景観への影響を緩和すること。 
人と自然との触

れ合いの場 
事業区域に隣接して、自然との触れ合いの活動の場となる施設等が存在する

場合や、工事用車両の走行ルートの周辺に遊歩道や自転車道等がある場合など

は、工事の実施に際し、土ぼこり等や騒音・振動等により、それらの場の快適

性・利用性に影響を及ぼさないよう、配慮すること。 
修景緑化を行うことで、設備等の人工構造物が出現することによる影響を緩

和すること。 
  



 

 

４ 中小水力発電に係る環境配慮事項 

項目 配慮事項 
騒音 
 
 

環境、騒音に係る環境基準、騒音規制法、愛媛県公害防止条例に基づく規制

基準等の情報を収集し、地域の環境保全について適正に配慮すること。 

水の汚れ、濁り 排水先の下流に、漁業権が設定されている場合や、飲料水、農業用水等へ使

用されている場合には、調整池等による対策に加え、仮設沈砂池等の設置を検

討すること。 
事業の実施に先立ち、水質等への影響を調査し、必要な措置を講じること。 
地域の環境、水質汚濁に係る環境基準、水質汚濁防止法、愛媛県公害防止条

例に基づく規制基準等の情報を収集し、地域の環境保全について適正に配慮す

ること 
土地の安定性 
 
 

事業区域内に盛土、切土が存在する場合は、適切な崩壊防止工法の選定、排

水工、緑化工などの、土砂等の崩壊等による災害の発生の防止策を講じること。 

動植物の重要な

種、注目すべき生

息地 

事業の実施に先立ち、必要に応じて調査を行うこと。 
重要な種の生息や、注目すべき生息地が確認される場合、原則としてその生

息場所、生息環境を事業区域に含めないようにすること 
中小水力発電施設等の設置、稼動及び工事車両等の走行により生じる動物、

植物及び生態系への影響の低減を図ること。 
また、発電所の設置場所に施設跡地等を採用する等、新たな地形改変や植生

改変を行わないよう配慮すること。 
事業の実施に伴い植栽等を行う場合は、立地場所周辺の自然環境の状況を踏

まえ、できる限りその地域の在来種を採用し、安易に外来種を用いることのな

いよう配慮する必要がある。 
景観 中小水力発電施設等の設置に当たっては、周囲の景観と調和が図られるよう

努めること。 
構造物の配置、形状及び色彩について、周辺景観との調和を図ることで、眺

望景観への影響を緩和すること。 
人と自然との触

れ合いの場 
事業区域に隣接して、自然との触れ合いの活動の場となる施設等が存在する

場合や、工事用車両の走行ルートの周辺に遊歩道や自転車道等がある場合など

は、工事の実施に際し、土ぼこり等や騒音・振動等により、それらの場の快適

性・利用性に影響を及ぼさないよう、配慮すること。 
修景緑化を行うことで、設備等の人工構造物が出現することによる影響を緩

和すること。 
 


